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ワクチンの無料接種を継続します 最新情報は市ホームページ
をご覧ください。

■電話予約 月～金曜午前8時30分～午後5時
富士見市ワクチン接種コールセンター
☎049-252-0777・049-252-0888

■Web予約
24時間対応

ファイザー社製の小児（5～11歳）用オミクロン株対応ワクチン接種を
市内医療機関で実施しています(原則1人1回)。

対象 初回接種（1・2回目）が完了した小児(5～11歳)で、前回接種から3か月以上経過している方

接種券 3回目の接種券をお持ちで未接種の方：お手元の接種券で予約が可能です。
すでに3回目接種を終えた方：接種対象時期に合わせて4回目の接種券を順次発送します。

富士見市ワクチン接種コールセンターの受付日を変更しました
【変更後の受付日】月～金曜午前8時30分～午後5時　※土・日・祝は休業日とし、平日のみ受付します。

■ 小児(5～11歳)

5月8日㈪以降／初回接種（1・2回目）が完了し、前回接種から3か月以上経過した次のいずれかに該当する方

①�65歳以上の方
接種券は対象時期に順次発送します。なお、オミクロン株対応
ワクチンを未接種の方はお手元の接種券で予約が可能です。紛
失した方は再発行申請をしてください。

②�12歳以上で基礎疾患のある方や重症化
リスクが高いと医師が認める方 自己申告による接種券発行申請が必要です。なお、令和4年6

月以降に自己申告をした方は申請不要です。
③医療従事者や高齢者施設などの従事者

上記①～③に該当しない12～64歳で、オミクロン株対応ワクチンを1度も接種していない方：
接種を希望する場合は、5月7日㈰までに接種してください。
5月8日㈪以降、次回の接種が開始される令和5年9月ごろまで接種することができません。
初回接種（1・2回目）が完了していない方：初回接種は5月8日㈪以降も引き続き接種できます。
i

基礎疾患のある小児：5月8日㈪以降、オミクロン株対応ワクチンを上記に追加でもう1回接種で
きます。接種を希望する方は、自己申告による接種券発行申請が必要です。
初回接種（1・2回目）が完了していない方：初回接種は5月8日㈪以降も引き続き接種できます。i

■ 12歳以上の方 令和5年度は接種状況や時期に応じて接種できる対象者が異なります。

　現在実施している初回接種（1~3回
目接種）を5月8日㈪以降も継続します。
使用するワクチンは、これまで同様「従
来型ワクチン」です。なお、
接種券の発行には申請が必
要です。

■ 乳幼児(6か月～4歳) 自己申告による接種券発行申請方法
�市ホームページの申請フォームから
�市ホームページまたは健康増進センターにある
接種券発行申請書に記入し、郵送、FAXまたは直接
接種券の再発行申請
�富士見市ワクチン接種コールセンターに電話で
�市ホームページまたは健康増進センターにある
接種券再発行申請書に記入し、郵送または直接

新型コロナワクチン接種関連情報
問�健康増進センター�新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ�☎049-252-3771
　�富士見市ワクチン接種コールセンター�☎049-252-0777・049-252-0888

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

【4月11日現在】
5月8日㈪以降、新
型コロナウイルス感
染症の感染症法上の
位置付けが「5類」に
引き下げられます。


